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○土壌汚染対策法施行規則（第四十六条第三項） 

当該申請に係る土地の形質の変更の施行方法が第四十条第二項第一号の環境大臣が定める基準に適合していると認められる場合に限

り、第四十三条第四号の確認をするものとする。 

 

○土壌汚染対策法施行規則（第四十三条） 

法第九条第二号の環境省令で定めるものは、次に掲げる行為とする。 

 一 略 

 二 略 

三 実施措置と一体として行われる土地の形質の変更であって、その施行方法が環境大臣が定める基準に適合する旨の都道府県知事の

確認を受けたもの 

四 次のいずれかに該当する要措置区域内における土地の形質の変更であって、その施行方法が前号の環境大臣が定める基準に適合す

る旨の都道府県知事の確認を受けたもの 

イ～ト 略 

 

○土壌汚染対策法施行規則（第四十五条第三項） 

当該申請に係る土地の形質の変更が次の要件のいずれにも該当すると認められる場合に限り、第四十三条第三号の確認をするものとす

る。 

一 当該申請に係る土地の形質の変更とそれと一体として行われる実施措置との間に一体性が認められること。 

二 当該申請に係る土地の形質の変更の施行方法が第四十条第二項第一号の環境大臣が定める基準に適合していること。 

三 当該申請に係る土地の形質の着手予定日及び完了予定日が法第七条第一項の期限に照らして適当であると認められること。 
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